
   日２×４協第３９号  

平成２３年４月２７日 

 対象地区会員各位 

社団法人日本ツーバイフォー建築協会 

専務理事 池田富士郎 

 

東北地方太平洋沖地震ツーバイフォー住宅被害状況調査のお願い 

  

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。 

平素より当協会の事業活動につきましては、格別のご高配を承り厚くお礼申し上げます。 

 さて、東北地方太平洋沖地震につきまして、兵庫県南部地震や新潟県中越地震と同様にツーバイ

フォー住宅の耐震性に係わる客観的なデータを得ると同時に、過去に例のない津波被害の状況を把

握するために、ツーバイフォー住宅の被害状況を調査することとなりました。 

 また、併せて、居住者から、評価、コメント等を収集したいと存じます。 

 つきましては、復興に向けて業務ご多忙とは存じますがご協力をお願い申し上げます。 

なお、今後、関係機関からの要請に基づき当協会として追加詳細調査を実施した過去の例もあり

ますので、会員会社におかれましては、物件ごとの被害及び修復の記録を保管されますよう宜しく

お願い致します。 

敬具 

記 

 

1. 対象地域  岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県 

 

2. 内容   

① 地域別の調査済棟数 

②  被害状況とその原因 

③  ツーバイフォー住宅の被害事象 

④ お客様の声 

 

3. 報告期限 平成２３年５月１６日（月） 

 

4. 報告先 技術部宛 （FAX にてご回答下さい。 03-5157-083２） 

   

 

 
お問合せ先 

社団法人日本ツーバイフォー建築協会  技術部 辻村
つじむら

 

   東京都港区虎ノ門 1-16-17 虎の門センタービル 8階 

    ＴＥＬ：０３－５１５７－０８３５ 

    Mail：gizyutu@2x4assoc.or.jp 
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「東北地方太平洋沖地震ツーバイフォー住宅被害状況調査票」

会社名 回答者 連絡先

1.地域内の貴社のツーバイフォー住宅供給戸数（過去からの累計）と被害状況

全供給棟数 　　　　　棟

洋野町 久慈市 田野畑村 宮古市 山田町 釜石市 大船渡市 陸前高田市

矢巾町 一関市 奥州市

仙台市 石巻市 塩竈市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 登米市

栗原市 大崎市 東松島市 大河原町 村田町 柴田町 丸森町 旦理町

山元町 松島町 七ケ浜町 利府町 大和町 大郷町 富谷町 加美町

涌谷町 美里町 南三陸町 気仙沼市宮城美里町 大衡村 宮城川崎町 蔵王町

女川町

福島市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 相馬市 田村市 伊達市

本宮市 桑折町 国見町 川俣町 鏡石町 天栄村 磐梯町 猪苗代町

会津坂下町 湯川村 会津美里町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町

鮫川村 石川町 小野町 新地町 浅川町 古殿町 中島村

水戸市 日立市 土浦市 石岡市 結城市 常総市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 笠間市 つくば市 ひたちなか市 潮来市 常陸大宮市 那珂市 坂東市

稲敷市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 小美玉市 茨城町 大洗町

美浦市 阿見町 河内町 利根町

成田市 佐倉市 旭市 習志野市 印西市 香取市 栄町 東庄町

強震変形 地盤崩壊 液状化 津波

全壊 　　　　棟

半壊 　　　　棟

一部損壊 　　　　棟

多少の被害有 　　　　棟

被害無 　　　　棟

合計 　　棟

調査済棟数
の内訳

福島県

　　　　　　　　　　棟

岩手県

千葉県

宮城県

その他

調査時点での調査済棟数

茨城県

　　月　　日　現在
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全壊

半壊

一部損壊

多少の被害有

被害無

2.ツーバイフォー住宅の被害事象とお客様の声

建物の物的被害の調査だけでなく、ツーバイフォー住宅にお住まいの方々の評価、感謝などの声も
お聞きして、会員各社に情報提供したいと考えていたます。
お名前については、実名の必要はありませんが、お住まいの市町村名と年代、性別は
ご記入し、公開できる写真などありました別途、メールにて送付お願い致します。
Meil:gizyutu@2x4assoc.or.jp

３.今後の対応や修復工事などに対するご意見

ご協力ありがとうございました。

住宅が滅失したもので、具体的には、住宅の損壊、又は焼失部分の床面積がその延床面積の70％以上に達した程
度のもの、または主要構造部の被害額がその住家の時価の50％以上に達した程度のもの。

住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通り使用できる程度のもの、具体的には損壊部分が延床面穫の20％以上
70％未満、住宅の時価にすると20％以上50％未満のもの。また、ある程度住家が傾斜したもの。
上記の程度を下回る損壊を受けたもの。多少の補修は必要な被害が発生した住宅。

壁紙に皺がよったり、少し裂け目が入ったり、家具の落下等により床材が一部きずついたりした程度の被害
が生じたもの。当面、そのまま居住してもほとんど支障は無いもの。

ほとんど被害が見られなかったもの。もちろん、継続して居住することに支障のないもの。
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